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法人版事業承継税制 (特例措置 )の期限 

 法人版事業承継税制(非上場株式等に係る贈与

税・相続税の納税猶予制度)には、「一般措置」と

平成３０年度税制改正において１０年間(平成３０

年～令和９年)の措置として創設された「特例措置」

があり、特例措置の適用を受けるためには「特例

承継計画」を提出する必要があります。 

◆特例承継計画の提出は令和６年３月までに 

 本税制は、後継者が経営承継円滑化法の認定を

受けている非上場会社の株式等を贈与・相続等に

より取得した場合に一定の要件のもと、贈与税・

相続税の納税を猶予又は免除する制度で、特例措

置については＊全株式が納税猶予の対象、＊納税

猶予割合は贈与税・相続税ともに１００％、＊雇

用確保要件(承継後５年間平均８割の雇用維持)を

満たせなかった場合でも納税猶予を継続可能など、

一般措置を拡充した制度となっています。 

 なお、一般措置も特例措置も円滑化法の認定が

適用の前提となりますが、特例措置については会

社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した

「特例承継計画」を、令和６年３月までに都道府県

知事に提出して確認を受けることが必要となります。 

◆令和９年１２月末までの贈与・相続等に適用 

 また、一般措置には適用期限は設けられていませ

んが、特例措置は事業承継を集中的に進めるための

時限措置であることから、令和９年１２月末までに

非上場株式等を贈与・相続等により取得することが

要件となります。 

特例措置の適用を検討する場合は、特例承継計画

の提出期限や贈与・相続等の適用期限がありますの

で、早期に取り組むことが重要です。 

インボイス制度開始前後の取引の適用関係 

 本年１０月１日からインボイス制度が始まります

が、制度開始日前後の取引にといて売手が出荷基準

により９月に課税売上げを計上し、買手が検収基準

により１０月に課税仕入れを計上するといった計上

時期が異なる場合もあります。 

 この場合、売手においては制度開始前に行った課

税資産の譲渡等であることから、買手から当該取引

に係るインボイスの交付を求められたとしてもイン

ボイスの交付義務はありません。そのため、買手は

原則として、売手における課税売上げの計上時期が

１０月１日以後となる取引から、仕入税額控除の適

用をうけるためのインボイス等の保存が必要となり

ます。 

給与明細書等の電子交付に関する承諾手続 

 支払者から受給者に交付する源泉徴収票等は、書面交付のほか、あらかじめ受給者の承諾を得ることで電

子交付ができるとされています。 

 令和５年度税制改正により、「給与支払明細書」及び「給与所得の源泉徴収票」について電子交付の承諾

を得ようとする際は、「支払者が定める期限までに承諾に係る回答がない時は承諾があったものとみなす」

旨を通知し、期限までに回答がない場合には承諾を得たものとみなされることとなりました(令和５年４月

１日以後に適用)。 
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